
医療政策課

資料１

新たな地域医療構想について

１.新たな地域医療構想の記載事項
２.国の検討状況
３.今後のスケジュール



１．新たな地域医療構想の記載事項
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1-1 R6.12 新たな地域医療構想に関するとりまとめ
令和6年12月18日 厚労省資料
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1-2 新たな地域医療構想の記載事項

令和６年１２月１８日 新たな地域医療に関するとりまとめ １６頁より抜粋
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1-3 現行構想と新たな地域医療構想（医療法の文言の観点）
新（改正後の医療法第30条の3の2各号※） 現行（医療法第30条の4第2項第7号～9号）

将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項 ―
構想区域
＝地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連
携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に
従い定める区域

構想区域
＝地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための
基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域

構想区域における将来の医療機関機能の見通し ―
構想区域における将来の病床数の必要量 構想区域における将来の病床数の必要量
地域医療構想の達成に向けた医療機関機能の分化及び連
携の推進に関する事項

―

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の
推進に関する事項

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の
推進に関する事項

医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のため
に必要なものとして厚生労働省令で定める事項

構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のため
に必要なものとして厚生労働省令で定める事項

医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する事項 ―
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

※ 令和７年１２月１２日に公布の医療法等の一部を改正する法律第２条による改正後の文言。

〇 具体的に記載すべき内容は、
実務的には、令和７年度中に国が策定予定の「新たな地域医療構想策定ガイドライン」
法的には、改正後の厚生労働省令等（現状、改正案に関する情報無し）
により明確化される
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２．国の検討状況について

5



2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会の開催状況

第１回
（R7.7.24）

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会及びワーキンググループの議論の進め方等について

第２回
（R7.8.8）

新たな地域医療構想策定ガイドラインについて
（医療機関機能・医療従事者の確保）

第３回
（R7.8.27）

新たな地域医療構想策定ガイドラインについて
（区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方）

第４回
（R7.9.11）

医師偏在対策について

第５回
（R7.10.15）

新たな地域医療構想策定ガイドラインについて
（構想の策定・取組の進め方、病床等の医療需要の見込み）

第６回
（R7.10.31）

新たな地域医療構想策定ガイドラインについて
（医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等

第７回
（R7.11.14）

医師確保計画の見直しについて

第８回
（R7.12.12）

新たな地域医療構想策定ガイドラインについて（高齢者救急、医療機関機能）
医師確保計画の見直し等について

〇 新たな地域医療構想策定ガイドラインの策定及び厚生労働省令の改正の時期は、令和８年
３月末と予想される。
〇 厚生労働省が秋頃に行うとしていた「中間とりまとめ」 は、実際には行われなかった。
⇒ 県としては、上述の検討会やWGでの議論をフォローアップすることで、令和８年度以降の検討
に備えているところ
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7

2-2 記載事項と検討事項等の関係の概観



地域における協議の場について

○ 必要なかかりつけ医機
能の有無・内容につい
て報告

医療機関 県
○ 報告内容の確認(かか

りつけ医機能の確保に
係る体制確認等)

地域における
協議の場○ 地域の関係者との協議の場に報告

○ 地域でかかりつけ医機能を確保す
るために必要な具体的報告を検討
し、協議結果を取りまとめて公表

• ２号機能（通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護
サービス等との連携）について、地域医療構想調整会議において協議すること
とし、各市町にはかかりつけ医機能報告の集計・分析結果情報提供し、必要に
応じて、各市町の会議体等での活用を促す。

8



2-3 構想区域に関する議論

99

R7.10.31 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋



R7.10.31 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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R7.8.27 第3回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋



2-4 構想区域における将来の医療機関機能の見通しに関する議論

R7.10.31 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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R7.8.8 第２回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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R7.8.27 第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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R7.10.31 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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R7.10.31 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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R7.12.12 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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R7.10.31 第6回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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R7.12.12 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋



2-5 構想区域における将来の病床数の必要量に関する議論

R7.10.31 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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2-6 介護との連携について

R7.8.27 第3回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋
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R7.10.31 第6回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１から抜粋



３．今後のスケジュール
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3-1 国の資料における記載の状況
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基本の施行日 摘要
第２条
による改正

R9.4.1
・ 地域医療構想を医療計画から抜出し格上げ
・ 地域医療構想の規定事項を４頁記載のとおり追加、拡大

第３条
による改正

R10.4.1
・ 精神病床について、将来の医療機関機能の見通し及び将来
の病床数の必要量として規定する。

3-2 改正後の医療法中、地域医療構想関係の施行日と経過措置の概要

＜改正概要＞

令和９年４月１日までに新構想を策定せねば、本県に地域医療構想が存在しないことに？

＜経過措置：附則第３条関係＞
〇 改正後医療法に基づく地域医療構想が未策定でも、令和11年３月31日までは、現行の
医療計画や地域医療構想が、改正後医療法の医療計画や地域医療構想とみなされる

等
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各記載事項に係る検討をどの年度に実施し、取りまとめるかについては、
策定ガイドライン等に係る国の検討状況を見つつ、今後検討
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